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Information' s
くらしのおしらせみとよ
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「
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

が
公
布
さ
れ
、
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
の
防
止

対
策
が
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
法
律
で
は
、
喫
煙
す
る
際
や
喫
煙
場

所
を
設
置
す
る
際
の
配
慮
義
務
な
ど
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
法
律
の
一
部
が

施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」
の
施
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

学
校
や
児
童
福
祉
施
設
、
病
院
、
行
政

機
関
の
庁
舎
な
ど
で
は
、
敷
地
内
禁
煙
に

な
り
ま
す
。

　

右
記
以
外
、
多
数
の
人
が
利
用
す
る
事

務
所
や
飲
食
店
な
ど
が
原
則
屋
内
禁
煙
に

な
り
ま
す
。

　

望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
生
じ
さ
せ
な
い
た

め
に
、
次
の
こ
と
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

【
喫
煙
を
す
る
人
】

・
で
き
る
だ
け
周
囲
に
人
が
い
な
い
場
所
で

喫
煙
す
る

・
子
ど
も
や
患
者
な
ど
、
特
に
配
慮
が
必
要

な
人
が
集
ま
る
場
所
や
近
く
に
い
る
場
所

で
は
、
喫
煙
を
控
え
る

【
施
設
の
管
理
者
】

・
喫
煙
場
所
は
、
施
設
の
出
入
り
口
付
近
や

利
用
者
が
多
く
集
ま
る
よ
う
な
場
所
に
は

設
置
し
な
い

・
喫
煙
室
を
設
け
る
場
合
、
た
ば
こ
の
煙
の

排
出
先
は
、
当
該
喫
煙
場
所
の
周
辺
の
通

行
量
や
状
況
を
考
え
て
、
受
動
喫
煙
が
生

じ
な
い
場
所
と
す
る

▲

問い合わせ　健康課　☎73－3014
受動喫煙対策が強化されます

国民年金のお知らせ

平
成
31
年
度
の
保
険
料
は

月
額
１
６
，４
１
０
円

　

毎
月
の
保
険
料
は
、
現
金
、
口
座
振
替
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
６
カ
月
、
１
年
な
ど
定
め
ら

れ
た
月
数
分
を
ま
と
め
て
前
払
い
す
る
と
、

割
引
が
適
用
さ
れ
て
お
得
で
す
。
詳
し
く
は
、

市
民
課
、
各
支
所
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
学
生
納
付
特
例
制
度
に
つ
い
て

　

20
歳
以
上
の
人
は
、
学
生
で
あ
っ
て
も
国

民
年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。
承
認

期
間
は
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。
対

象
は
、
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
校
の
在

学
生
で
す
。

申
請
の
手
続
き

　

年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
通
知
カ
ー
ド
可
）
、
学
生
証
の
コ
ピ
ー

（
有
効
期
限
が
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
）
ま

た
は
在
学
証
明
書
（
原
本
）、
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の
、
印
鑑
を
持
っ
て
、
市
民
課
、

各
支
所
ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

４
月
か
ら
産
前
産
後
期
間
の
国
民
年

金
保
険
料
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
平
成
31
年

２
月
１
日
以
降
に
出
産
し
た
場
合
、
産
前
産

後
の
一
定
期
間
に
つ
い
て
は
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
期
間
と
み
な
さ
れ
、
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

免
除
期
間

　

出
産
（
予
定
）
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か

ら
４
カ
月
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産

（
予
定
）
日
が
属
す
る
月
の
３
カ
月
前
か
ら

６
カ
月
間
）

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
カ
月
）
以
上

の
出
産
を
い
い
、
死
産
、
流
産
、
早
産
の
場

合
を
含
み
ま
す
。

届
出
時
期

　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
可
能

申
請
の
手
続
き

　

年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
通
知
カ
ー
ド
可
）
、
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
、
印
鑑
、
母
子
健
康
手
帳
を
持
っ
て
、

市
民
課
、
各
支
所
ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

免
除
期
間

届
出
時
期

申
請
の
手
続
き

申
請
の
手
続
き

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
無
料
年
金
相
談

●
日
時
・
場
所　

　

４
月
10
日
（
水
） 

危
機
管
理
セ
ン
タ
ー

　

４
月
23
日
（
火
） 

山
本
庁
舎

　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

●
持
っ
て
い
く
も
の

　

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど
の
ほ
か
、

相
談
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
も
の
。
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状

お
よ
び
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
も
の
が
必
要
。

●
問
い
合
わ
せ

　

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
高
松（
オ
フ
ィ
ス
）

　

☎
0
8
7
（
8
1
1
）
6
0
2
0

▲

問い合わせ　　　　　　　　　市民課　☎73－3005　 　　
善通寺年金事務所　☎0877－62－1662

日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp/

健康

くらし 住宅の耐震対策を支援します ▲

問い合わせ　建築住宅課　☎73－3044

　

平
成
31
年
度
よ
り
、
地
震
発
生
時
の
避
難

路
の
確
保
や
道
路
通
行
者
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
、
既
存
の
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
撤

去
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
者

　

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
所
有
者
ま
た
は

所
有
者
の
承
諾
を
得
た
人
で
、
市
税
を
滞
納

し
て
い
な
い
人
（
個
人
ま
た
は
法
人
）

対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀

　

市
内
に
設
置
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
で
、

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の

①
一
般
に
利
用
さ
れ
て
い
る
道
に
面
し
て
い

る
も
の

②
道
路
面
か
ら
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
頂
部
ま
で
の

高
さ
が
1.2
m
を
超
え
る
も
の

③
建
築
住
宅
課
が
定
め
る
点

検
項
目
中
、
不
適
合
箇
所

が
1
箇
所
以
上
あ
る
も
の

④
倒
壊
し
た
場
合
に
、
道
路

の
通
行
の
妨
げ
や
危
険
を

及
ぼ
す
も
の

対
象
と
な
る
工
事

・
道
路
に
面
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
を
全
て

撤
去
す
る
工
事

・
翌
年
2
月
末
ま
で
に
撤
去
が
完
了
す
る
工
事

※
他
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
お
よ
び
処
分
に
要
し

た
費
用
の
80
％
（
上
限
16
万
円
）

注
意
事
項

・
申
請
前
に
既
に
撤
去
し
た
り
、
工
事
に
着

手
し
た
場
合
は
、
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
予
定
件
数
に
達
し
次
第
、
受
け
付
け
を
締

め
切
り
ま
す
。

▲

問い合わせ　建築住宅課　☎73－3044

　
近
い
将
来
、
発
生
が
予
想
さ
れ
る
南
海
ト

ラ
フ
巨
大
地
震
に
備
え
、
住
宅
の
所
有
者
ま

た
は
居
住
者
が
耐
震
対
策
を
実
施
し
た
場
合

に
、
一
定
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

　

耐
震
対
策
に
は
、
地
震
に
対
す
る
住
宅
の

耐
力
を
判
定
す
る
「
耐
震
診
断
」
と
、
そ
の

耐
震
診
断
に
基
づ
い
て
計
画
さ
れ
た
耐
震
補

強
を
行
う
「
耐
震
改
修
」
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者

　

対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
ま
た
は
所
有

者
の
承
諾
を
得
た
人
で
、
市
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
人

対
象
と
な
る
住
宅

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た

一
戸
建
住
宅
、
長
屋
、
併
用
住
宅
（
居
住

部
分
が
2
分
の
1
以
上
の
も
の
）

・
耐
震
対
策
を
行
っ
た
後
も
居
住
の
場
と
し

て
利
用
さ
れ
る
も
の

・
耐
震
改
修
工
事
な
ど
に
つ
い
て
は
、
事
前

に
行
な
っ
た
耐
震
診
断
に
よ
り
倒
壊
す
る

可
能
性
が
高
い
、
ま
た
は
倒
壊
す
る
可
能

性
が
あ
る
と
さ
れ
た
も
の

・
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
違
反
が
な

い
こ
と

・
過
去
に
同
一
事
業
の

補
助
を
受
け
て
い
な

い
こ
と

注
意
事
項

・
申
請
前
に
事
業
に
着
手
し
た
場
合
は
、
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
各
要
件
の
確
認
や
手
続
き
方
法
の
説
明
の

た
め
、
必
ず
、
申
請
の
前
に
申
込
書
を
建

築
住
宅
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
耐
震
診
断
は
、
耐
震
診
断
技
術
者
（
建
築

士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
所
定
の
講
習
を

受
講
し
た
者
、
ま
た
は
構
造
設
計
一
級
建

築
士
）
が
行
な
う
も
の
で
す
。

・
耐
震
改
修
の
施
工
は
、
県
内
に
営
業
所
を

設
け
て
い
る
事
業
者
に
限
り
ま
す
。

・
リ
フ
ォ
ー
ム
を
併
せ
て
行
う
場
合
は
、
耐

震
改
修
な
ど
に
要
す
る
費
用
の
み
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

・
予
定
件
数
に
達
し
次
第
、
受
け
付
け
を
締

め
切
り
ま
す
。

対
象
者

対
象
と
な
る
住
宅

対
象
者

対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀

対
象
と
な
る
工
事

補
助
金
額

注
意
事
項

注
意
事
項

お知らせ

お知らせ

危険なブロック塀の撤去に補助金を交付します

補
助
金
額

＜対象となる耐震対策＞

※借家も対象となる場合があります。
　詳しくは、建築住宅課へお問い合わせください。

耐震診断

耐震改修工事 費用の90万円まで全額補助

費用の50万円まで全額補助

費用の20万円まで全額補助

項目 補助金額

簡易な耐震
改修工事
耐震シェルター・
ベッド

費用の90％を補助
（上限9万円）

2
0
1
9
年
7
月
1
日
か
ら

2
0
2
0
年
4
月
1
日
か
ら


